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冬服の完全移行及び正しい服装の着用について 

 

秋冷の候，保護者の皆様にはますます御清祥のことと存じます。平素は本校の教育活動に対し，御理解・御支援

をいただきまして，誠にありがとうございます。 

 さて，冬服への完全移行を１０月２３日（月）からといたします。なお，冬服についての本校の規程は次のとお

りです。 

 

１ 冬服の規程  

男子－既定のブレザー・スラックス・ベルト（既定のものか黒で単色，装飾の無いもの）・ネクタイ（緩ませず

第 1ボタンが隠れる程度）・白色の長袖シャツ 

女子－既定のブレザー・ボックススカートかスラックス・リボンかネクタイ（緩ませず第 1ボタンが隠れる程

度）・白色の長袖シャツ・スラックスを履く場合はベルト（既定のものか黒で単色，装飾の無いもの） 

２ 制服は正しく着用する。 

① シャツはスラックス，スカートの中に入れる。 

② スカートは膝頭の下が隠れる状態とする。 

③ スラックスはずらさない。ベルトをつける。 

④ ネクタイ・リボンを忘れた場合は，貸し出しのものをつける。 

３ 防寒着について 

① セーターは，白・黒・紺・グレーの無地（ライン入りやワンポイントは不可）でＶネックとする。また,制

服の袖や裾から出さない。 

  ② マフラー・ネックウォーマーは１１月１日（水）より３月２９日（金）まで使用を認める。色は白・黒・

紺・グレー基調としたものとする。極端に長いもの，大きいものを着用してはいけない。また，顔が隠れ

ないように着用する。着脱は生徒指導玄関で行う。 

  ③ 女子のタイツ，レギンスは１１月１日（水）より３月２９日（金）まで使用を認める。色は黒とする。 

 

 これらの規則は,普段から高校受験，就職試験に相応しい身だしなみとして生徒に指導しております。学習等

に真剣に取り組ませ，学校生活を充実したものにしていきたいと思います。 

登校前に，御家庭でも御確認していただければと思いますので，よろしくお願い致します。 

 


